
 

付帯意見 

 

 川越市は、今後こども施策を進めるにあたり、以下の事項に留意されたい。 

 

 

１ 子どもを産み育てやすい街と思われるような情報の発信に努めること。 

 

２ 若者への支援策を講じること。 

 

３ 保育の質を高めるための具体的な検討に着手すること。 

 

４ 新規事業に必要な予算と人員を投じ、市民にとって利用しやすい事業とな

るよう努めること。 

 

５ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号）を契機に、

子育て世帯が安心して暮らせるための対策を積極的に講じること。 

 

６ 保育ステーション事業は、適切なニーズ把握に努めるとともに、必要に応

じて事業の見直しも検討すること。 
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